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社会保険労務士事務所リーガルネットワークスが毎月発信するニュースレターです。 

前回までにお知らせしてき

ましたとおり、これまで 36
協定で定める時間外労働に

ついて、厚生労働大臣の告

示によって基準が設けられ

ていただけだったものが、今

年 4 月 1 日、罰則付きで法

律に規定されました。 

今回の改正で、法律上、時

間外労働の上限は原則とし

て月 45 時間・年 360 時間

となり、臨時的な特別な事

情がなければこれを超える

ことができなくなりました。 

３６協定で定める時間外労働の上限規制が法定化されました。 
 

→では実際いつ締結する協定から適用される？？ 

お客様の中には「うちの会

社の 36 協定は 4 月 1 日以

外の日で締結している。」と

いう会社もめずらしくないで

しょう。 

改正前と改正後の期間をま

たがる協定を締結している

場合には、4 月 1 日にて協

定を結び直さないといけな

いわけではありません。今

年の 4 月 1 日をまたがる協

定を締結している場合に

は、その協定の初日から 1
年間はその協定は有効とな

ります。 

また、この上限規制の適用

は中小企業について 1 年

間猶予されています。中小

臨時的な特別な事情があっ

て労使で合意する場合で

も、時間外労働が年 720 時

間以内、時間外労働と休日

労働のが合計が月 100 時

間未満、時間外労働が月

45 時間を超えることができ

るのは年 6 回までなど、守

らなければいけない事柄が

増えました。 

また、改正によってこの規制

の適用を受ける場合は 36
協定届の新しい様式にて協

定を締結し、労働基準監督

署へ届け出る必要がありま

す。 

今回の改正では、上限時間

内で労働させた場合であっ

ても、実際の時間外労働と

休日労働の合計が、月 100
時間以上または 2～6 ヶ月

平均 80 時間超となった場

合には違反となってしまい

ます。新しい 36 協定届は、

そのような内容についても

合意確認できるようになって

います。 

企業については、2020 年 4
月 1 日をまたがる協定はそ

の協定の初日から 1 年間

は有効とされます。 

【例：10 月 1 日に 36 協定を

締結している中小企業】→

2019 年 10 月 1 日から

2020 年 9 月 30 日まで 36
協定届は旧様式で上限規

制も旧法の取扱い。 

※建設業など一部の事業に

ついては適用が 5 年間猶

予されます。 

→中小企業の範囲と

は？？ 

中小企業の範囲は次の表

をご参照ください。 

業種 資本金または
出資額

労働者数

小売業 5千万以下 50人以下

サービス 5千万以下 100人以下

卸売業 1億以下 100人以下

その他 3億以下 300人以下

ま
た
は

※業種の分類は、日本標準

産業分類による。 

 

６月の労務スケジュール 
～30 日 5 月分社会保険料納付 

～7/10  労働保険年度更新 

～10 日 5 月分源泉徴収税額・ 

住民税の納付 

～  特別徴収住民税の年度更新 


